
移
動
交
番
だ
よ
り

２
月
号

～家族で考えよう、ネット利用～

●携帯電話の使用により事故を起こすなど
交通の危険を生じさせた場合・・・

【罰則】
「１年以下の拘禁刑」又は「３０万円以下の罰金」

千葉県警察ホームページ
自動車の防犯対策是非ご覧ください。


